
短期入所生活介護事業（ショートステイ望陽荘）運営規程 

 

第１章 事業の目的及び運営の方針 

（目的） 

 第１条 社会福祉法人望陽会が開設する短期入所生活介護事業「ｼｮｰﾄｽﾃｲ望陽荘」

(以下｢事業所｣という。)が行う指定短期入所生活介護事業（以下「事業」という。）

の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所

の従業者が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な短期入所生活介護を提供す

ることを目的とする。 

 

（運営方針） 

 第２条 管理者や従業者は、要介護者が可能な限りその居宅において、その有す

る能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等

の介護、その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、要介護者

の心身の機能の維持並びに家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るよう支援

する。 

 ２ 要介護者の意志及び人格を尊重し、要介護者の選択に基づき適切な保健医療ｻ

ｰﾋﾞｽ及び福祉ｻｰﾋﾞｽが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう

に、中立公正な立場でｻｰﾋﾞｽを調整する。 

 ３ 要介護者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持、並びに要介護者の家  

族の身体的・精神的負担の軽減を図るものとし、要介護者の家族との連携を図

るように努めるとともに、千葉県その他の関係市町村、地域の保険・医療福祉

ｻｰﾋﾞｽ等、老人介護支援ｾﾝﾀｰ、介護支援事業者、地域包括支援ｾﾝﾀｰ、介護保健施

設等の綿密な連携を図り、総合的なｻｰﾋﾞｽの提供に努めるものとする。 

 

第２章 事業所の名称等 

（事業所の名称等） 

 第３条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

 １ 名 称 ｼｮｰﾄｽﾃｲ望陽荘 

 ２ 所在地 千葉県柏市みどり台１丁目３番１号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第３章 職員の職種、員数及び職務の内容 

（職員） 

 第４条 事業所に勤務する職員の職種、員数は、次のとおりとする。 

  （１） 施設長      １名 

   （２） 医師              １名 

  （３） 生活相談員      １名（常勤） 

  （４） 介護職員       ２７名以上 

  （５） 看護職員          ３名以上（うち１名以上常勤） 

  （６） 栄養士            １名以上 

  （７） 機能訓練指導員    １名以上 

  （８） 介護支援専門員    １名以上（常勤） 

  （９） 事務職員          １名以上 

 ２ 前項に定めるもののほか必要に応じてその他の職員を置くことができる。 

（職務） 

 第５条 職員は、事業所の設置目的を達成するため必要な職務を行う。 

  （１） 施設長は、事業所の業務を統括する。 

      施設長に事故あるときは、あらかじめ施設長が定めた職員が施設長の

職務を代行する。 

  （２） 医師は、利用者の診察、健康管理及び保健衛生指導に従事する。 

  （３） 相談員は、利用者の生活相談、面接、身上調査並びに利用者処遇の企

画及び実施に関することに従事する。 

  （４） 介護職員は、利用者の日常生活の介護、援助に従事する。 

  （５） 看護職員は、利用者の診療の補助及び看護並びに利用者の保健衛生管

理に従事する。 

  （６） 栄養士は、栄養ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄをし、献立作成、栄養量計算及び食事記録、     

調理員の指導等の食事業務全般並びに利用者の栄養指導に従事する。 

  （７） 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はそ

の減退を防止するための訓練を行う。 

  （８） 介護支援専門員は、施設ｻｰﾋﾞｽ計画を作成する。 

  （９） 事務職員は、庶務及び会計事務に従事する。 

 

第４章 利用定員 

（利用定員） 

 第６条 事業所の利用定員は、居宅サービス及び介護予防サービスを含めて４名

とする。また、特別養護老人ホームの利用者の空きベットを空床利用する。 

 

 

 

 



 

第５章 利用者に対するｻｰﾋﾞｽの内容及び利用料その他の費用の額 

（短期入所生活介護事業の内容） 

 第７条 介護の提供に当たっては、利用者の人格を十分配慮し、処遇計画の目標

等を念頭において行うことが基本であり、自立している機能の低下が起きない

ようにするとともに残存機能の維持向上が図られるよう適切な技術をもって介

護を提供し、又は必要な支援を行う。 

 ２ 入浴は、利用者の心身の状況や自立支援を踏まえて、1 週間に 2 回以上、適

切な方法により実施する。また、事前に健康管理を行い、入浴することが困

難な場合は、清拭を実施するなど入所者の清潔保持に努める。 

 ３ 排泄の介護は、利用者の心身の状況や排泄状況などをもとに自立支援の  

観点から、ﾄｲﾚ誘導や排泄介助等について適切な方法により実施する。 

 ４ 利用者がおむつを使用せざるを得ない場合には、その心身及び活動状況  

に適したおむつを提供するとともに、おむつ交換は、頻繁に行えばよいとい

うことではなく、利用者の排泄状況を踏まえて実施する。 

 ５ 褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するため

の体制を整備し、介護職員等が褥瘡に関する基礎知識を有し、日常的なｹｱにお

いて配慮する。 

（食事の提供） 

 第８条 利用者の心身の状況・嗜好に応じて適切な栄養量及び内容とし、適切な

時間に、入所者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行うよう努

める。 

  （１） 朝食  ７：３０～ 

  （２） 昼食  １１：４５～ 

  （３） 夕食  １７：３０～ 

(相談・援助) 

 第９条 常時必要な相談及び援助を行い得る体制をとり、積極的に利用者の生活

の向上を図る。 

（社会生活上の適宜の供与等） 

 第１０条 利用者が自らの趣味又は嗜好に応じた活動を通じて充実した日常生活を

送ることができるよう努めるものとする。 

 ２ 郵便、証明書等の交付申請等、利用者が必要とする手続等について、利用者

及びその家族が行うことが困難な場合は、原則としてその都度、その者の同

意を得た上で代行を行う。 

 ３ 利用者の家族に対し、当該施設の行事等への参加の呼びかけ等によって利用

者とその家族が交流できる機会等を確保する。 

（機能訓練） 

 第１１条 利用者の心身の状況等に応じて、日常生活の中での機能訓練やﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ、

行事の実施等を通じた機能訓練を含むものであり、必要な機能を回復し、又は

その減退を防止するための個別に訓練を行うことができる。 



 

（健康保持） 

 第１２条 医師又は看護職員は、常に利用者の健康状況に注意し、日常における健

康保持のための適切な措置をとり、必要に応じてその記録を保存するものとす

る。 

 ２ 入所者が身体的、精神的に著しい障害を有する者であることをかんがみ、  

常に健康の状況を注意し、疾病の早期発見、予防等健康保持のための適切な

措置をとる。 

（身体拘束） 

 第１３条 ｻｰﾋﾞｽの提供にあたり、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するた

め、緊急やむを得ない場合を除き、車椅子やﾍﾞｯﾄﾞに胴や四肢を縛る、上肢を縛る、ﾐ

ﾄﾝ型の手袋を付ける、腰ﾍﾞﾙﾄやＹ字型抑制帯を付ける、介護衣(つなぎ)を着せる、車

椅子ﾃｰﾌﾞﾙを付ける、ﾍﾞｯﾄﾞ柵を付ける、教室の外から鍵を掛ける、向精神薬を過度に

使用する等の方法による身体拘束を行いません。 

   また、体罰や虐待などの行為を行いません。 

 ２ 前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

（取り扱い） 

 第１４条 ｻｰﾋﾞｽの質の評価を行い、常にその改善を図る。 

（利用料その他の費用の額） 

 第１５条 短期入所生活介護を提供した場合の利用料の額は、介護保険法に基づく厚生労

働大臣が定める基準によるものとし、当該短期入所生活介護にかかる費用の１割と滞

在費及び食費、特別食（利用者の選択による）および日常生活に要する費用として

別に定める利用料の合計額とする。 

 ２ 利用者が、特定入所者介護ｻｰﾋﾞｽ費を受給する場合や生活保護を受給する場合等、別

途法令によるものとする。 

 ３ 法定代理受領ｻｰﾋﾞｽに該当しない短期入所生活介護を提供した場合に、利  

用者から受ける利用料の額と、厚生労働大臣が定める基準により算定した費

用との間に、不合理な差額が生じないようにする。 

 ３ 前項のほか、次に掲げる費用を徴収する。 

 （１） 送迎に関する費用（厚生労働大臣が別に定める場合を除く。） 

 （２） 食費 

 （３） 理美容代 

 （４） 滞在費 

（５） 全各号に掲げるもののほか、日常生活費のうち、利用者が負担すること

が適当と認められるもの。 

 ４ 前項の費用の額に係るｻｰﾋﾞｽの提供にあたっては、あらかじめ、利用者又  

は家族に対し、当該ｻｰﾋﾞｽの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意

を得ることとする。 

 ５ また、契約書に記載事項について、別途徴収するものとする。 



 

○ ｼｮｰﾄｽﾃｲの滞在費・食費の負担区分 

 
対  象  者 
 

 

 

 
 
区  分 

 

 

居住費（居住の種類により異なる） 
 

 
食  費 

 

 

 

多床室(２人部屋･ 

４人部屋)の場合 
 

 

従来型個室の場合 
 

生 活 保 護 受 給 者 
 
 

利用者負担 
第１段階 
 
 
 

１日あたり 
       ０円 
 
 

１日あたり 
     ３８０円 
 
 

１日あたり 
     ３００円 
 

世帯 
全員 
が市 
町村 

非課 

税者 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
老齢福祉年金受給者 

課税年金収入額と合計所得金額の
合計が８０万円以下の方 

 
     

利用者負担 
第２段階 
 
 

１日あたり 
     ４３０円 
 
 

１日あたり 
     ４８０円 
 
 

１日あたり 
     ６００円 
 
 

利用者負担第２段階以外の方（課

税年金収入額と合計所得金額の合

計が年間８０万円超１２０万円未

満の方） 

 

利用者負担第３－①段階以外の方

（課税年金収入額と合計所得金額

の合計が１２０万円を超える方） 
 

利用者負担 

第３段階① 

 

 

 
利用者負担 

第３段階② 

 

 

１日あたり 

     ４３０円 

 

 

 

１日あたり 
   ４３０円 
 

 

 

１日あたり 

     ８８０円 

 

 

 

１日あたり 
 ８８０円 

 

 

 

１日あたり 

   １，０００円 

 

 

 

１日あたり 

  １，３００円 
 

 

 

 
上 記 以 外 の 方 

 

利用者負担 
第４段階 
 
 

１日あたり 
     ９１５円 
 
 

１日あたり 
   １，２３１円 
 

１日あたり 
   １，７００円 
 

 

（通常の送迎の実施地域） 

 第１６条 通常の送迎の実施地域は、柏市、流山市の区域とする。 

 

第６章 施設の利用にあたっての留意事項 

（緊急時における対応方法） 

 第１７条 利用者の病状が急変、その他緊急事態が生じた場合は、速やかに医療機

関等又は協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じる。 

（日課の尊重） 

 第１８条 利用者は健康と生活の安定のため施設長が定めた日課を尊重し、共同生

活の秩序を保ち相互の親睦に努めるものとする。 

 



 

 

（外出及び外泊） 

 第１９条 利用者は、外出（短時間のものは除く）または外泊しようとするときは、

その都度外出・外泊先・用件・施設へ帰着する予定日時などを施設長に届け出

るものとする。 

（健康留意） 

 第２０条 利用者は努めて健康に留意するものとする。施設が行う健康診査は特別

の理由がない限りこれを受診するものとする。 

（衛生保持） 

 第２１条 利用者は施設の清潔・整頓・その他環境衛生の保持を心掛け、また施設

に協力するものとする。 

（施設内の禁止行為） 

 第２２条 利用者は、施設内で次の行為をしてはならない。 

  （１） ｹﾝｶ、口論、泥酔等他人に迷惑をかけること。 

  （２） 政治活動、宗教、習慣等により、自己の利益のために他人の自由を侵

害したり、他人を排撃したりすること。 

  （３） 指定した場所以外で火気を用いること。 

  （４） 施設の秩序、風紀を乱し、または安全衛生を害すること。 

  （５） 故意または無断で施設もしくは備品に損害を与え、またはこれらを施

設外に持ち出すこと。 

（ｻｰﾋﾞｽ利用に当たっての留意事項） 

 第２３条 利用者は、管理者や医師、看護職員、介護職員などの施設職員の指導に

よる日課を励行し、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦に努める。 

 ２ 利用者は、事業所の設備、備品等の使用に当たっては、本来の用法に従い使

用するものとし、これに反し使用したことにより事業者に損害が生じた場合

は、利用者が賠償するものとする。 

 ３ その他この規程に定めるもののほか、ｻｰﾋﾞｽ利用に関する事項については、契

約書及び重要事項説明書に明記し、利用者に説明するものとする。 

 

第７章 非常災害対策 

（非常災害対策） 

 第２４条 施設は、消火設備、非常放送設備等、災害・非常時に備えて必要な設備

を設けるとともに、非常災害等に対して具体的な防災計画・避難計画等をたて、

職員及び利用者が参加する訓練を定期的に実施するものとする。 

 ２ 利用者は健康上又は防災等の緊急事態の発生に気付いたときは、ﾅｰｽｺｰﾙ等最

も適切な方法で施設職員まで事態の発生を知らせるものとする。 

 ３ 非常災害に備え、少なくとも１ヶ月に 1回は避難、救出その他必要な訓練等

を行う。 

 



 

 ４ 非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、非常災害に関す  

る具体的な契約や通報・連携体制について定期的に従事者に周知徹底するも

のとする。 

 

第８章 その他の運営についての重要事項 

（掲示） 

 第２５条 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業員の勤務の体制等を掲

示する。 

（内容および手続きの説明および同意・契約） 

 第２６条 当施設の利用にあたっては、あらかじめ、利用申込者および身元引受人

に対し、本運営規程の概要、職員の勤務の体制その他の重要事項を記した文書

を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得た上で利用契約書を締結するも

のとする。 

（勤務体制の確保） 

 第２７条 利用者に対して、適切な短期入所生活介護を提供できるよう、短期入所

生活介護従事者等の勤務体制を定める。 

 ２ 短期入所生活介護従事者等の質向上を図るため研修の機会を随時設ける。 

（衛生管理） 

 第２８条 短期入所生活介護従事者等の清潔の保持及び健康状態について、必要な

管理を行う。 

 ２ 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努める。 

 ３ 感染症の発生又は食中毒の発生、又はまん延しないように、次に揚げる  措

置を講じる。 

  一 当該施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための   

対策を検討する委員会を開催するとともに、その結果について、介護職員

その他の従業者に周知徹底を図る 

  二 当該施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための   

指針を整備する 

  三 当該施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症又は食中   

毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施する 

  四 上記に揚げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中   

毒が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行う 

（苦情処理） 

 第２９条 利用者からの苦情に迅速にかつ適切に対応するため、苦情受付窓口  

を設置するなど必要な措置を講じる。 

２ 苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。 

 ３ 提供するｻｰﾋﾞｽに関して、市町村からの文書の提出･提示を求め、または市町

村職員からの質問・照会に応じ、利用者からの苦情に関する調査に協力する。

市町村からの指導または助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を行う。 



 

 ４ ｻｰﾋﾞｽに関する利用者からの苦情に関して、千葉県国民健康保険団体連合  

会の調査に協力すると共に、千葉県国民健康保険団体連合会からの指導また

は助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を行う。 

 ５ 利用者又は身元引受人は、提供されたｻｰﾋﾞｽ等につき、苦情を申し出るこ  

とができる。その場合速やかに事実関係を調査し、その結果並びに改善の必

要性の有無および改善の方法について利用者または身元引受人に報告するも

のとする。なお、苦情申立窓口は、別に定める「重要事項説明書」に記載さ

れたとおりである。 

(利益供与の禁止) 

 第３０条 居宅介護支援事業者またはその従業者に対して、要介護被保険者に  

施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しな  

い。 

 ２ 居宅介護支援事業者またはその従業者から、施設からの退所者を紹介するこ

との対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 

(地域との連携等) 

 第３１条 運営に当たって、地域住民または住民の活動との連携、協力を行うなど、

地域との交流に努める。 

 (事故発生の防止及び発生時の対応) 

 第３２条 利用者に対する短期入所生活介護の提供により事故が発生した場合に

は、速やかに市町村、利用者の家族に連絡するとともに、必要な処理を講じる。 

２ 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。 

 ３ 事故が発生又は再発することを防止するため、事故が発生した場合の対  

応として、次に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための

指針を整備する。 

  一 事故が発生したとき又はそれにいたる危険性がある事態が生じた時に、   

当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体

制を整備する 

  二 事故発生の防止のための委員会及び介護職員その他の従事者に対する   

研修を定期的に行うものとする 

(会計の区分) 

 第３３条 ｻｰﾋﾞｽの事業の会計を、その他の事業の会計と区分する。 

(記録と整理) 

 第３４条 従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備する。 

 ２ 入所者に対するｻｰﾋﾞｽ提供の諸記録を整備し、その完結の日から 2 年間保  

存する。 

（秘密保持） 

 第３５条 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

 ２ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させ

るため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨、



従業者との雇用契約の内容とする。 

（重要事項） 

第３６条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、社会福祉法人

望陽会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 

 

第９章 雑則 

（委任） 

 第３７条 この規程の施行上必要な細目については、施設長が別に定める。 

（改正） 

 第３８条 この規程の改正、廃止するときは社会福祉法人望陽会理事会の議決を経

るものとする。 

 

附 則 

 この規程は、平成１８年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成１９年１０月 １日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２６年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和 ７年 ６月 １日から施行する。 

 

 


